
　●雫石町営体育館利用料金　（町内）

占用利用 区分利用 占用利用 区分利用

小中高生 960 480 1,180 570 90 900

一　　般 2,040 960 2,350 1,180 180 1,800

2,350 2,980

小中高生 2,040 2,350

一　　般 3,910 4,710

営利を目的
としない場合 9,900 11,940

営利を目的
とする場合 19,800 23,710

小中高生 90 900

一　　般 180 1,800

小中高生 250 360 90 900

一　　般 530 720 180 1,800

670 870

390 480

※個人利用回数券は１２枚綴とし、券１枚でアリーナ、トレーニング室、柔道場、剣道場、陸上競技場の

　　　個人利用（２時間）分、グラウンドゴルフ場個人利用（１日）分としてご利用できます。
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　●雫石町営体育館利用料金　（町外）

占用利用 区分利用 占用利用 区分利用

小中高生 1,920 960 2,360 1,140 180 1,800

一　　般 4,080 1,920 4,700 2,360 360 3,600

4,700 5,960

小中高生 4,080 4,700

一　　般 7,820 9,420

営利を目的
としない場合 19,800 23,880

営利を目的
とする場合 39,600 47,420

小中高生 180 1,800

一　　般 360 3,600

小中高生 500 720 180 1,800

一　　般 1,060 1,440 360 3,600

1,340 1,740

780 960

※個人利用回数券は１２枚綴とし、券１枚でアリーナ、トレーニング室、柔道場、剣道場、陸上競技場の

　　　個人利用（２時間）分、グラウンドゴルフ場個人利用（１日）分としてご利用できます。
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　●雫石町営体育館照明等利用料金

１２灯 ２４灯 ４８灯

小中高生 340 680 1,360 70

一　　般 680 1,360 2,720 130

850 1,700 3,400

小中高生 700 1,400 2,800

一　　般 1,020 2,040 4,080

営利を目的
としない場合 2,250 4,500 9,000

営利を目的
とする場合 3,360 6,720 13,440

小中高生 130 70

一　　般 270 130

400

70

140

※アリーナを個人利用の場合、競技する部分か付近だけの点灯となります。

　　全体的に点灯したい場合は、占用・区分利用表にある12灯または24灯（１時間単位）と同じ料金が発生します。
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ブライトヒーター（1台１時間）

遠赤外線暖房（3台1組1時間）

附属設備

電光掲示板（１セット3時間ごと）

フ ロ ア ーシ ー ト （ 1 巻 終日 ）

ジェットヒーター（１台１時間）

放送設備 （ １回 ３時間ごと ）
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